
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年 12月 27日 

さつま日置農業協同組合 

 

お客さま本位の業務運営に関する取組方針 

 

  ＪＡグループは、食と農を基軸として地域に根ざした協同組合として、相互扶助精神のも

と、持続可能な農業と豊かで暮らしやすい地域社会の実現を理念として掲げています。 

  当組合は「地域・組合員とのふれあい活動と専門体制による事業展開で、求められるＪＡ活

躍する人が集うＪＡをめざします」の経営理念を掲げ、組合員・利用者の皆様にサービスを提

供し、信頼を深めていただけるよう努力しております。この理念に沿い、また 2017年 3月に

金融庁より公表された「顧客本位の業務運営に関する原則」（2021年 1月改訂）を採択すると

ともに、組合員・利用者の皆さまの安定的な資産形成に貢献するため、「お客さま本位の業務

運営に関する取組方針」を変更いたしました。 

  なお、本方針に基づく取組の状況を定期的に公表するとともに、より組合員・利用者本位の

業務運営を実現するため本方針を必要に応じて見直してまいります。 

 

１．お客さまへの最適な商品提供 

（１）お客さまに提供する金融商品の選定にあたっては、特定の投資運用会社に偏ることないよ 

う提供するとともに、ＪＡグループの特色を生かしＪＡ系統の中央機関である農林中央金 

庫が、商品の基本的な利益（リターン）、損失その他のリスク、取引条件等が適切なもの 

を確認し、その上でお客さまの最善利益の追求観点から、更に当組合にて選定し提案致し 

ます。 

また、お客さまにとって、長期投資に適した、商品の選びやすさを考慮し、一定の商品数 

に絞った「セレクトファンド」をご用意します。 

なお、当組合は、金融商品の組成に携わっておりません。【原則 2本文および（注）、原則 

3（注）、原則５本文および（注１、４）、原則 6本文および（注 2、3）】 

 

２．お客さま本位のご提案と情報提供 

（１）お客さまの意向を確実に捉えるため、ふれあい活動を通じながら、対話を重ねたうえで、

金融知識・経験・財産・ニーズ・投資目的を確認・諮りながら、お客さまの立場にたった

視点から、ふさわしい商品をご提案いたします。【原則 2本文および（注）、原則 5本文お

よび（注 1～5）、原則 6本文および（注 1、2、4、5）】 

（２）お客さまの投資経験を確認し、それに伴った資産運用ガイドを活用しながら、つかう、た

める、ふやす等の色分けを親身・一緒に考え、運用目的に寄り添った提案を行います。 

特に高齢のお客さまに対しては、原則として家族等の同席を求め、併せて役席者が同席し 

厳正な適合性の判定により十分確認しながら丁寧な説明を実施いたします。 

なお、説明に際しては、専門体制から設置している投資信託専任担当者が、商品のリスク 

特性・手数料等の重要な事項について重要情報シート等を用いて分かりやすくご説明し、 

必要な情報を十分にご提供します。【原則 4、原則 5本文および（注 1～5）、原則 6本文 

および注 1、2、4、5）】 



  

（３）お客さまにご負担いただく手数料について、お客さまの投資判断に資するように、丁寧か

つ分かりやすい説明に努めます。【原則 4、原則 5本文および（注 1～5）、原則 6本文お 

よび（注 1、2、4、5）】 

（４）お客さまの資産形成や老後の備えに対するニーズに対しては、これまでの農業収入等を

考慮しながら、重要な税制優遇制度（つみたてNISA・ｉＤｅＣｏ等）についても説明

資料を用いて、わかりやすくご案内いたします。【原則 2本文および（注）、原則 5本文

および（注 1～5）、原則 6本文および（注 1、2、4、5）】 

（５）お客さまへの商品の提案に際しては、お客さまのリスク許容度を確認し、リスク許容度

に応じた商品を提案することがお客さまのニーズにあった対応であると考えていること

から、「長期・分散・安定」型投資の商品を中心に提案をし、提案フローとして「資産運

用ガイダンス」→「資産運用スタイル診断シート」→「セレクトファンドマップ」の流

れで資材活用し、商品数を絞りつつ、お客さまと真摯に対話しながらニーズの確認から

商品の絞り込みまでを行います。 

また、商品をご購入いただいた後も、求められるＪＡとなるべく、お客さまの安定的な 

資産形成をサポートし、投資環境の変化やお客さまのニーズの変化等に応じ、必要な情 

報の継続的なご提供など、丁寧なアフターフォローに努めます。【原則 4、原則 5本文お 

よび（注 1～5）、原則 6本文および（注 1、2、4、5）】 

 

３．利益相反の適切な管理 

（１）お客さまへの商品選定や情報提供にあたり、お客さまの利益を不当に害することがない

ように、「利益相反管理方針」に基づき適切に管理します。金融商品の販売・推奨等にお

ける利益相反が生じやすい場面（手数料の高い商品のみを推奨する等）において重要情報

シート等の活用により利益相反が生じる可能性等を具体的に説明します。【原則 3本文お

よび（注）】 

 

４．お客さま本位の業務運営を実現するための人材の育成と態勢の構築 

（１）これまで当組合が培ってきた地域・組合員とのふれあい活動を生かし、相手目線に立っ

て商品提供できるよう、研修による指導や資格取得の推進を通じて高度な専門性を有し

誠実・公正な業務を行うことができる人材を育成し、お客さま本位の業務運営を実現す

るための態勢を構築します。 

また、外務員資格者、内部管理責任者、営業責任者の研修システムを利用したｅラーニ 

ングの受講を行い、専門性の向上を目的とした研修も行っていきます。【原則 2本文およ 

び（注）、原則 6（注 5）、原則 7本文および（注）】 

 

（※）上記の原則および注番号は、金融庁が公表している「顧客本位の業務運営に関する原

則」（2021年 1月改訂）との対応を示しています。 


